
 

                            
 
 

令和３年１月５日 

高知河川国道事務所 

大渡ダム管理所 

仁淀川水系仁淀川の渇水対応について 

～利水者の節水に伴い大渡ダムの放流量を更に制限します～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本施策は、四国圏広域地方計画「No.１南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への「支国」防災力 

向上プロジェクト」の取組に該当します。 

【問い合わせ先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○仁淀川流域では、依然として少雨傾向が続いており、今後も降雨がない場合は更に大渡

ダムの貯水率が減少する見込みです。 

○吾南用水、鎌田用水、高知上水の各利水者から節水の申し出を受けたことに伴い、大渡

ダムの放流量を制限しておりましたが、１月５日の仁淀川渇水調整協議会で協議を行っ

た結果、別紙のとおり、放流量を更に制限することとなりました。 

○仮に大渡ダムが通常の運用を行った場合、大渡ダムの貯水率が０％となるのが１月中旬

の見込みであったのに対し、各利水者による節水や大渡ダムの放流量を制限することに

より、２月上旬まで延長する見込みです。 

○次回の仁淀川渇水調整協議会は 1 月中旬に開催の見込みですが、日時が決定次第、お知

らせいたします。 

国土交通省 四国地方整備局   （○：主な問い合わせ先） 
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令和３年１月５日 

令和２年度 第３回 仁淀川渇水調整協議会 

＜合意事項＞ 

 

今回の渇水に対して、令和３年１月５日「第３回 仁淀川渇水調整協議会」で各利水者が協

議を行った結果、下記のとおり、加田地点での吾南用水、鎌田用水及び高知上水の水利流量

を節水し、それに伴い大渡ダムの放流量を制限することに合意致しました。 

 

■水利流量【11/1～2/28】 

 

日時 
大渡ダム 

貯水率 

節水率 

吾南用水 

（4.50m3/s） 

鎌田用水 

(4.50m3/s) 

高知上水 

（0.70m3/s） 

12 月 18 日 14 時 ６６．５％ ２０％ ２０％ ２０％ 

12 月 22 日 9 時 ５９．５％ ３０％ ３０％ ２０％ 

1 月 5 日 14 時 ４３．７％※ ５０％ ５０％ ３０％ 

※1 月 5 日 0 時時点 



                                       

加田地点

仁淀川流域図

凡例

：加田地点上流域

加田地点上流域


